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集約型都市構造をめぐる誤解 

本市が目指すのは、ひとつの都心部に都市機能が集中する一極集中型のまちではなく、住宅や商

業・福祉などの機能が集積し、公共交通のアクセスが充実した複数の「機能を集約する拠点」が、適切

な機能分担のもとに連携し、公共交通で結ばれた多心型の都市構造です。 

 

 

 

 

 

 

 

本市が目指す都市構造 

参 考 

  

 

 

 

 

 
 

区域区分の有無及び方針 
 

都市計画法第6条の2の規定に基づく「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

都市計画法第18条の2の規定に基づく「都市計画マスタープラン」 

 

 

 

 

 

本章では、都市計画法に基づき、千葉都市計画区域における区域区分の決定の有無及び区

域区分を定める際の方針を示します。 

 

 

第1節 区域区分の決定の有無 

第2節 区域区分を定める際の方針 

 

第 3 章 
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第 1 節 区域区分決定の有無 3 

 

本市では、市内全域が一つの千葉都市計画区域（以下、「本区域」という）として決定されており、昭和44年

（1969 年）の都市計画法施行に伴い、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街地の整備と農業や自然環境と

の調和と保全を図るため、区域区分を定めてきました。この結果、その後の計画的な市街地整備の進展や良

好な都市環境形成に大きな効果をもたらしてきました。 

今後は人口が減少する見通しとなっている一方で、世帯の小規模化が進むことにより、世帯数の増加は続

く見通しとなっています。 

そのため、今後も効率的な都市基盤整備を図るとともに、本区域内に残された貴重な緑地などの自然環境

の保全に配慮し、無秩序な市街化を防止することが必要であり、また本区域は、首都圏整備法に基づく近郊整

備地帯に位置し、区域区分を定めることが法的にも義務づけられていることから、今後も継続して区域区分

を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2 ちば・まち・ビジョン 

 

第 2 節 区域区分を定める際の方針 3 

 

1 おおむねの人口 
 

本区域の将来におけるおおむねの人口を次のとおり想定します。 

 

 

年次 

区分 

令和 2 年（2020 年） 

（基準年） 

令和 14 年（2032 年） 

（目標年） 

都市計画区域内人口 約 975 千人 おおむね 961 千人 

市街化区域内人口 約 908 千人 おおむね 896 千人 

  

 

2 産業の規模 
 

本区域の将来における産業の規模を次のとおり想定します。 

 

 

年次 

区分 

令和 2 年（2020 年） 

（基準年） 

令和 14 年（2032 年） 

（目標年） 

生産規模18 
工業出荷額 約 12,760 億円 おおむね 17,090 億円 

卸小売販売額 約 36,823 億円 おおむね 39,010 億円 

就業構造 

第一次産業 
約 2.9 千人 

(0.7%) 

おおむね 3.0 千人 

(0.7%) 

第ニ次産業 
約 70.5 千人 

(17.2%) 

おおむね 60.5 千人 

(14.4%) 

第三次産業 
約 335.5 千人 

(82.1%) 

おおむね 357.7 千人 

(84.9%) 

 

   

 
18 基準年における生産規模は、工業統計（2019 年）、経済センサス-活動調査（2016 年）の値で設定している。  

将来におけるおおむねの人口 

将来における産業の規模 
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第 2 節 区域区分を定める際の方針 3

1 おおむねの人口 

本区域の将来におけるおおむねの人口を次のとおり想定します。 

年次 

区分 

令和 2 年（2020 年） 

（基準年） 

令和 14 年（2032 年） 

（目標年） 

都市計画区域内人口 約 975 千人 おおむね 961 千人 
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2 産業の規模 

本区域の将来における産業の規模を次のとおり想定します。 

年次 

区分 

令和 2 年（2020 年） 

（基準年） 

令和 14 年（2032 年） 

（目標年） 

生産規模18
工業出荷額 約 12,760 億円 おおむね 17,090 億円 

卸小売販売額 約 36,823 億円 おおむね 39,010 億円 

就業構造 

第一次産業 
約 2.9 千人 

(0.7%) 

おおむね 3.0 千人 

(0.7%) 

第ニ次産業 
約 70.5 千人 

(17.2%) 

おおむね 60.5 千人 

(14.4%) 

第三次産業 
約 335.5 千人 

(82.1%) 

おおむね 357.7 千人 

(84.9%) 

18 基準年における生産規模は、工業統計（2019 年）、経済センサス-活動調査（2016 年）の値で設定している。  

将来におけるおおむねの人口

将来における産業の規模 
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3 市街化区域のおおむねの規模及び 

現在市街化している区域との関係 
 

本区域における人口、産業の見通しに基づき、かつ市街化の現況及び動向を勘案し、令和 14 年

（2032 年）時点で市街化している区域及び当該区域に隣接し、おおむね 10 年以内に優先的かつ計画

的に市街化を図るべき区域を市街化区域とすることとし、市街化区域のおおむねの規模を次のとおり

想定します。 

 

 

年次 
令和 14 年（2032 年） 

（目標年） 

市街化区域面積19 おおむね 12,882ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 市街化区域面積は、保留フレームに対応する面積を含まない。 

市街化区域のおおむねの規模 

  

 

 

 

 

  
 

各分野の方針 

 

都市計画法第6条の2の規定に基づく「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」 

都市計画法第18条の2の規定に基づく「都市計画マスタープラン」 

 

 

 

 

 

本章では、千葉市型コンパクト・プラス・ネットワークの実現を目指し、本市固有の資源である豊か

な緑と水辺の保全・創出、活用を図るとともに、居住や都市機能の緩やかな集約や、公共交通の利

便性の維持・向上を推進することで、本市に暮らす全ての人が生活利便性や暮らしやすさを実感で

き、また頻発・激甚化する災害への対応や、都市空間のユニバーサルデザイン化の促進、及び地域防

犯や交通安全対策の推進を進め、誰もが安全・安心に暮らせる環境を形成するために、各分野の方

針を定めます。 

 

 

第1節 緑と水辺の豊かな都市づくり・まちづくりに関する方針 

第2節 コンパクトで賑わいのある都市づくり・まちづくりに関する方針 

第3節 安全・安心な都市づくり・まちづくりに関する方針 

第4節 千葉都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針付図

第 4 章 


